
 

平成 28年 12月 16日 

各 位 

 

会 社 名  シ ャ ー プ 株 式 会 社 

代表者名  取 締 役 社 長  戴 正 呉    

  （コード番号 ６７５３） 

問合せ先  社長室広報担当   吉 田  敦  

TEL  大 阪  ( 0 7 2 ) 2 8 2 - 0 4 1 9 

  東 京  ( 0 3 ) 5 4 4 6 - 8 2 0 7 

 

 

和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 

当社の子会社である Sharp Electronics Corporation（以下、「SEC社」といいます。）は、米国ニュージャージー州

において原告らより訴訟を提起されていましたが、今般、和解により解決いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１ 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

原告らは、SEC社が LEDバックライト搭載の液晶テレビ（以下、「本件テレビ」といいます。）につき、販促物やウ

ェブサイト、外装カートン等で「LED TV」と表示することは不当表示にあたるとして、平成 26年 10月 17日、集団

を代表して、SEC社に対し、損害賠償及び本件テレビに「LED TV」と表示して販売・広告することの差止め等を求め

る訴訟を提起しておりましたが、平成 28年 12月 13日（現地時間）、原告と SEC社との間で和解が成立しました。 

 

２ 子会社の概要   

（１） 名 称 Sharp Electronics Corporation 

（２） 所 在 地 Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163, U.S.A. 

（３） 代表者の役職・氏名 CEO・Douglas Albregts 

（４） 事 業 内 容 家電製品の販売 

（５） 資 本 金 

448,292,240USドル 

（52,786百万円：１USドル＝117.75円で換算。平成 28年 12月 15日現在。

以下、換算レートは本書面において同じ） 

 

３ 訴訟を提起した者の概要 

（１） 氏 名 個人３名（集団を代表） 

（２） 住 所 

California, U.S.A. 

North Carolina, U.S.A. 

Massachusetts, U.S.A. 

 

４ 解決の内容 

SEC社が上記原告らに対し、解決金 32千 USドル（3,768千円）を支払い、原告らが訴えを取り下げることを内容

としております。 

 

５ 今後の見通し 

本件和解金支払いによる当社平成 29年３月期連結業績への影響は軽微です。 

 

以 上 


